
 

国の「電気・ガス料金負担軽減支援事業」に係わる電気料金の値引きについて 

 

１.実施期間（３カ月間） 

２０２５年８月検針分～２０２５年 10月検針分 

※2025年７月～９月にかけての電気使用分になります。 

※電気料金の請求は９月～11月になります。 

 

２.対象者 

コープでんきを契約中の組合員 ※組合員様からの申し込みは不要です。 

 

３.値引き内容 

検針月 電気使用量１ｋWｈあたり値引き単価（税込み） 

８月検針(７月利用) 2.0 円／kWh 

９月検針(8 月利用) 2.４円／kWh 

10 月検針(9 月利用) 2.0 円／kWh 

※使用量の多い９月検針分（８月利用）は、値引き単価が高く設定されています。 

 

４.値引き額の反映方法 

毎月の電気料金の計算において燃料費調整額等に値引き額を反映 

 

詳細は、経済産業省ホームページでご確認ください。 

  https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp 

 

＜国による緊急支援を踏まえたご請求額のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜電気料金の計算方法＞ 

 

 

２０２５年８月検針分～10 月検針分は毎月「燃料費調整単価」から「値引き単価」を

差し引いた燃料費調整額を算定します。 

例）電気使用量が 300kWh／月のご家庭の場合、600～720円(税込)の値引きになります。 

※値引き額は、【ご使用量】×【値引き単価】で算出できます。 

 

 

＜検針票のイメージ＞ 

 

 

①燃料費調整

単価は、値引

き後の単価が

表示されま

す。 

 

②燃料費調整

額は、値引き額

を反映した金

額となってい

ます。 

 

 


